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　「ホイアンの夜の風物詩」
写真提供：藤川重紀 氏（南支部・テルヤ電機株式会社）

撮り手の一言

　ホイアンはベトナム中部にある、街全体が世界文化遺産に登録されている古都。
　ベトナム研修旅行での１シーンです。
　幻想的な風景に心を奪われました。

東電材及び関係団体の会議、行事予定

7月23日（水）
・�中央支部会

8月22日（金）～23日（土）
・�東青会 ダイキン工業株式会社
工場見学会

6月11日（水）
・西支部会

6月20日（金）
・東支部会

7月15日（火）
・執行部会、第530回理事会

（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）

8月26日（火）
・�西支部会
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� 第62回通常総会� 第62回通常総会

第62回　通　常　総　会

日　時　令和７年５月13日（火）午後４時より
場　所　港区元赤坂　「明治記念館」

　本組合は、標記会場の『若竹の間』に於いて、組合員56社（別途、委任状24社）
の出席を得て第62回通常総会を開催した。また、通常総会終了後、同会場の『蓬莱
の間』に於いて、来賓各位、協賛会員、報道関係者、および組合員合わせて総勢
261名の出席を得て、第二部懇親会が盛会の裡に進められた。（懇親会詳細は次号）

　第62回通常総会は定刻の午後４時より、
北支部：山下聡一郎支部長の
司会で開始された。司会者よ
り、出席者数が報告され、定
款第41条に基づき総会が成立
していることが確認された後、以下の通り
進められた。

⑴組合代表理事挨拶　
　冒頭、組合を代表して小島寿之理事長が
挨拶を述べた。（内容別掲）

⑵議長選出
　議案の審議に際しては、慣例に則り小島

理事長が議長に選出され、議長席に移動登
壇して就任挨拶の後、早速審議に入った。

⑶議案上程・審議
　第�１号議案　令和６年度事業報告書及び
決算関係書類承認の件

　�　本議案は、西山 潔業務委員長より総
会議案書に沿って、Ⅰ．組
合の事業活動の概況、Ⅱ．
組合の運営組織の状況に関
する事項（総会・理事会・
委員会・支部会の開催状況等）の詳細な
提案説明、並びに決算関係書類（財産目
録・貸借対照表・損益計算書・剰余金処

≪第一部　通常総会≫
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第62回通常総会第62回通常総会
分案・脱退者持分払戻計算書）について
提案説明がなされた。

　�　続いて、監事を代表し、
東支部の鈴木良昇監事が会
計に関する監査報告を行
い、議長が会場に諮ったところ、満場異
議なく、本議案は可決承認された。

　第�２号議案　令和７年度事業計画及び収
支予算の件

　�　本議案については、小泉定之専務理事
より議案書に基づき、Ⅰ．
令和７年度重点取り組み項
目等の基本方針、Ⅱ．事業
計画、Ⅲ．開催予定の諸会
議、についての詳細な提案説明と収支予
算の提案説明がなされ、満場異議なく、
可決承認された。

　第�３号議案　令和７年度加入金・経費の
賦課及びその徴収方法決定の件

　�　本議案についても、小泉専務理事より
提案説明があり、異議なく可決承認され
た。

　第�４号議案　令和７年度借入金残高の最
高限度決定の件（原案 1000万円）

　第�５号議案　役員報酬決定の件（原案　
理事・監事とも無報酬とする）

　�　４号議案と５号議案については、議長
より一括上程され、原案通り可決承認さ
れた。

　第�６号議案　字句の一部修正委任の件
　�　本議案は総会の決議の主旨に反しない

字句の修正について議長に一任する旨の
内容であり、異議なく承認された。

⑷議長退任
　議案の審議がすべて終了した時点で、
小島議長は議事進行の協力に対する謝意と
退任の挨拶を述べ、降壇した。

⑸新規加入組合員・協賛会員のご紹介
　４月に新規加入された下記の会社の代表
の方からご挨拶を頂戴した。
・組合員：ミューテクノ株式会社（西支部）
　武内賢司社長様
・�協賛会員：アクア株式会社　佐々木 忠
ディレクター様

　
⑹祝電披露　
　司会者より祝電が披露された。

⑺来賓ご挨拶
　東京都中小企業団体中央会：理事 事務
局長の三原浩造様より、ご挨拶を頂戴した。

（内容別掲）

⑻閉会の辞
　最後に、川上康孝副理事長
が、スムーズな総会の議事進
行と日頃の組合活動への御礼
を兼ねた閉会の挨拶を述べ、
会を締め括った。
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� 第62回通常総会� 第62回通常総会

組合代表
　　小島寿之 理事長
　　挨拶（要旨）

本日はお忙しい中、第62回通常総会にご参加いただきまして有難うございます。ま

た、日頃は組合活動にご支援・ご理解いただきまして重ねて御礼申し上げます。

早いもので、また、明治記念館にて総会を開催する時期になりました。皆様のお話

を聞いておりますと、物量は伸びていないものの、値上げ等の効果もあって、期末の

実績は悪くはなったとの声が多かったようです。ただ、収益についてはエネルギー価

格や運送費の高騰等により、厳しかったとの声もお聞きしています。

そのような中、東電材と致しましては全ての行事を予定通り実施することが出来ま

した。特にボウリング大会等の福利厚生事業については多くの方に参加していただき、

大変有難く感じるとともに、有意義な活動ができたと思っております。また、一昨年

苦渋の決断で賦課金を上げさせていただいた効果がようやく出てきまして、昨年度は

黒字決算で終了できました。今後も安定した収支が見込まれますので、今まで以上に

皆様のお役に立つ事業を推進して参りたいと考えております。

今年度の事業環境は、トランプ関税等により先行き不透明ですが、上期については

工事業界の皆様は、受注を抱えておられるようで、見通しは悪くなさそうです。今後

は、トランスやエアコンのトップランナー方式による需要や、2027年末の蛍光灯の生

産中止に伴うリニューアル需要等が増加していくことが見込まれており、ビジネス

チャンスを取り込むべく環境の変化に対応していく必要があります。メーカー各社も

返品の問題や、物流・リードタイムの問題等を抱えており、組合として対応していく

べき問題も多々あると思います。皆様の意見をお聞きしながら、また、工事業界やメー

カーの皆様とよく話をしながら、より良い業界を築き上げるため、課題の解決に尽力

して参る所存です。

これからご審議をお願いして参りますが、皆様のご協力によりスムーズな審議が行

われますよう、宜しくお願い申し上げます。本日は有難うございました。
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第62回通常総会第62回通常総会

　本日は、第62回の通常総会が慎重審議の上にも、全議案が原案通り可決決定されま

した事をお慶び申し上げます。また、日頃は小島理事長はじめ組合員の皆様には、本

会の運営に対しまして種々ご支援・ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

　さて、中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いております。そ

の中で大きな経営課題として２点上げられるのではないかと思っております。先ず１

つ目は、原材料価格・エネルギー価格の高騰、これらを如何に価格やサービスに転嫁

していけるかという点です。そして２つ目は、生産年齢人口が減っていく中で、如何

に人手・人材を確保していくか、また、定着をさせていくか、この２点が大きな課題

であると思っています。価格転嫁については、国や東京都が旗を振っていますが、

100％転嫁できている企業は少ないようですし、中には全くできていないという企業

もあるようです。人手の確保のための賃上げにつきましても価格転嫁が出来なければ、

賃上げの原資が出てこないということになります。ただ、だからと言って価格転嫁が

できないから、賃上げができないでは済まされない状況にあることは、ご承知の通り

です。

　私ども中央会では、東京都や国から様々な補助金の事業をお預かりしています。そ

の中でも、DXを活用した販売・生産性向上に向けた補助金も用意しておりますし、

事業承継にスポットを当てた補助金も用意しておりますので、当会のHPでご確認の

うえ、活用いただきますようお願い致します。

　様々な経営課題が山積しておりますが、小島理事長のもと、組合員の叡智を結集し、

一致団結して事業を展開され、組合更には業界の発展につなげていただく事を期待し

ております。結びにあたりまして、東電材様の益々のご隆盛と、ご参集の皆様方のご

健勝を心より祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうござ

います。

東京都中小企業団体中央会
理事 事務局長　三原浩造 様
ご挨拶（要旨）

� 写真提供：（株）電材流通新聞社
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� 執行部会報告� 執行部会報告

執　行　部　会

日 時：令和７年５月13日（火）午後２時30分より

場 所：明治記念館　「なでしこの間」

出席：小島寿之 理事長（東）、神山欣也 副理事長（中央）、川上康孝 副理事長（南）、
　　　横森英俊 副理事長（西）、小泉定之 専務理事（北）、山下聡一郎 支部長（北）、
　　　今村 徹 副支部長（北）、西山 潔 業務委員長（南）、鈴木良昇 監事（東）、
　　　山平正純事務局長

【議　題】
⑴�　第62回通常総会並びに懇親会の開催要

項についての最終確認と、担当するそれ
ぞれの役割分担・出席予定人員・時間配
分等を確認した。

⑵�　恒例の東電材主催・親睦ゴルフ会を11
月予定で開催することとした。

⑶�　来年度の第63回通常総会を今年度同
様、明治記念館で５月18日（月）に開催
することを決定した。

⑷�　その他

執行部役員並びに、同日開催の第62回通常総会において上程議案の提案
発表と司会進行を担当する理事・監事の９名は、明治記念館「なでしこ
の間」に於いて執行部会を開催し、以下の議題について協議・検討した
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支部会だより支部会だより

中　央　支　部　会

定刻の午後５時30
分少し前に全員が集
合し、新田副支部長

（新田電材株式会社）
の司会進行のもと支
部会を開始した。冒
頭、三浦支部長（斉
田 電 機 産 業 株 式 会
社）が、「本日はお
忙しい中お集まりい
ただき、有難うござ
います。また、支部
会運営にご協力賜り、重ねて御礼申し上げ
ます。ご案内の通り、本日は支部総会も併
せて開催させていただきます。今年度も昨
年同様、協賛メーカー様のご支援をいただ
きながら、一緒に活動していきたいと考え
ておりますし、全員参加を追及して支部会
を運営していきたいと考えております。情
報交換の場として支部会の充実を図って参
る所存ですので、皆様の忌憚のないご意見
を頂戴できれば幸いです。本年度も宜しく
お願い申し上げます。最後に、杉本電機さ
んの東常務様からご担当が変更されるとの
ことですので、ご挨拶いただきます。東常

務様には長い間、有難うございました。」
と挨拶とお礼を述べた。引続き、杉本電機
産業株式会社の東常務様と真住部長様から
ご挨拶を頂戴した。

本日の出席者と資料の確認の後、三浦支
部長より４月10日に行われた理事会につい
て、５月13日に行われる第62回通常総会の
件や、昨年度の決算状況の件が議題になっ
たとの報告があった。補足として事務局よ
り、昨年度末の組合員・協賛会員の動静と、
組合員として“ミューテクノ株式会社（西
支部）”と協賛会員として“アクア株式会社”

日　時：令和７年４月23日（水）午後６時より

場　所：中央区銀座「Sun-mi高松（サンミタカマツ）本店」

中央支部（支部長：三浦拓也氏、組合員・支部構成数15社）は、標記の
通り、銀座「Sun-mi高松」にて定例支部会並びに支部総会を開催した。
当日は組合員13社14名が出席、本部から川上担当副理事長と山平事務局長
が参加した。
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ついては新田副支部長より、第２号議案：
令和６年度会計報告については穂坂支部会
計（因幡電機産業株式会社）より説明があ
り、異議なく承認された。第３号議案：令
和７年度事業計画及び予算については三浦
支部長より説明があり、こちらも異議なく
了承され、支部総会を終了した。

協議事項として、次回の支部会を７月23
日（水）に開催することを決定した。最後
に川上支部担当副理事長から、各支部の開
催状況や今後の予定について詳細な報告が
あり、支部会・支部総会を終了した。

　
支部会終了後、同会場に於いて懇親会を

開催した。冒頭に東常務が「15年程前に西
支部に加入して以来、切磋琢磨しながらや
らせていただき、お陰様ですっかりなじま
せてもらい、心から感謝申し上げます。」
と挨拶を述べて乾杯の音頭をとり、宴会の
スタートとなった。その後は、美味しい食
事を楽しみながら和やかなひと時を過ごし
た。

頃合いに神山副理事長が、中央支部会の
益々の発展とご参会の皆様のご健勝を祈念
して三本締めを行い、懇親会を終了した。

の２社の加入が承認され、新規に入会した
との報告があった。

引続き委員会報告に移り、業務委員会に
ついては村田委員（サンエー電機株式会社）
より、３月７日に３回目の委員会と第28回
ボウリング大会が開催され、ボウリング大
会では、中央支部は優勝した南支部と１点
差の２位となり、個人優勝も南支部の鉢嶺
支部長の奥様である鉢嶺早美様が獲得した
との報告があった。市場活性委員会につい
ては事務局より、前回の支部会以降開催さ
れていないとの報告があった。経営委員会
については橋本委員（福西電機株式会社）
より、３月19日に３回目の委員会が開催さ
れ、昨年度の活動や予算執行状況、次年度
の経営セミナー等について検討したとの報
告があった。広報委員会については半田委
員（桜田電気工業株式会社）より、２月21
日に３回目の委員会と広告協賛メーカー様
懇談会が開催され、懇談会にはメーカー様
24社にご出席いただき、機関誌に関する広
告協賛のお願いをさせていただきながら和
気藹々とした会となったとの報告があっ
た。青年部会「東青会」については山平事
務局長より、２月26日にネグロス電工株式
会社様のご協力を得て、都工組青年部会と
合同研修会を開催し、ショールーム
見学やグループディスカッションを
実施し、懇親会にはネグロス電工社
員も20名強参加していただき、大い
に盛り上がったとの報告があり、定
例の支部会を終了した。

続いて、恒例により三浦支部長が
議長となって、支部総会を開催した。
第１号議案：令和６年度行事報告に
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支部会だより支部会だより

北　支　部　会

定刻に八杉幹事（因幡電機産業株式会社）
の司会進行のもと、支部総会を開始した。
冒頭、山下支部長（株式会社山下商行）が、

「皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中
お集まりいただき、有難うございます。ま
た、組合活動にご協力いただき、重ねて御
礼申し上げます。支部総会を兼ねての開催
となりますが、本日のご案内が遅れました
ことをお詫び申し上げます。さて、世の中
はトランプ関税のせいで右往左往してお
り、株価や我々に関係する銅ベースも乱高

下している状況です。輸出にかかわってい
る方は多くはないと思いますが、今後の経
済は先行き不透明感が高まってきていま
す。支部会を利用して、お互いに有用な情
報交換をしていただければ幸いです。短い
時間ではありますが、最後までお付き合い
いただきますよう、宜しくお願い申し上げ
ます。」と、挨拶を述べた。

議案審議に移り、第１号議案の令和６年
度事業活動報告については今村副支部長

（石義電機株式会社）より、第２号議案の

日　時：令和７年４月24日（木）午後６時より

場　所：池袋　ホテルメトロポリタン　25F

北支部（支部長＝山下聡一郎氏、組合員16社・支部構成数22社）は標記
の通り、池袋のホテルメトロポリタンにおいて定例支部会及び支部総会を
開催した。当日は組合員11社12名が出席し、執行部から川上支部会担当副
理事長、事務局から山平事務局長が参加した。
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ンプの生産終了とLED化推進」をテーマに、
日本照明工業会とパナソニックEW社に講
師を務めていただき、オンライン含め65名
の参加があったとの報告があった。広報委
員会については事務局より、２月21日に毎
年恒例の機関誌広告協賛メーカー様懇談会
が開催され、メーカー様24社、組合関係者
11名の合計35名が参加し、和気藹々とした
雰囲気で懇談できたとの報告があった。

最後に川上副理事長から、各支部の開催
状況や会費の件について説明があり、定例
の支部会を終了した。

支部会終了後、同会場にて懇親会を開催
した。冒頭、川上副理事長が、「北支部の益々
発展とご参加の皆様のご健勝を祈念致しま
す。」と述べて乾杯の音頭を執り、懇親会
のスタートとなった。美味しい料理とお酒
をいただきながら、楽しく賑やかな歓談の
ひと時を過ごした。

宴もたけなわの頃合いに、今村副支部長
が、北支部各社の商売繁盛健勝を祈念して
三本締めにて中締めし、懇親会をお開きと
した。

令和６年度決算報告及び監査報告について
は八杉幹事から説明があり、了承された。
続いて、第３号議案の令和７年度事業活動
計画案についても今村副支部長から説明が
あり、異議なく了承された。最後に、八杉
幹事から北支部会費支払いのお願いがあ
り、審議を終了した。

次に、今回初めて参加いただいた、田中
商事株式会社・城北営業所：池内所長様と、
今回から担当が変更になる杉本電機産業株
式会社：真住部長様、新担当の練馬営業所：
相澤所長様からそれぞれご挨拶を頂戴し、
支部総会を終了した。

引続き、支部会を開始し、委員会報告と
して、業務委員会については只野委員（日
本電設資材株式会社）より、３月７日に委
員会と第28回支部対抗ボウリング大会が開
催され、ボウリング団体は昨年優勝し２連
覇を目指したものの、最下位に沈んでし
まったとの報告があった。経営委員会につ
いては田島副委員長（有限会社田島電機商
会）より、３月19日に第３回目の委員会が
開催され、令和６年度の事業総括と令和７
年度の活動計画を検討し、昨年度実施でき
なかった伊勢ケ浜部屋
の見学会は、今年度再
度検討しているとの報
告があった。市場活性
委員会については佐々
木委員（パナソニック
電材ソリューションズ
株式会社）より、２月
18日に委員会と営業・
技術研修会が開催さ
れ、研修会は「蛍光ラ
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青年部会報告青年部会報告

青年部会「東青会」第10回総会

理事長や鈴木担当理事、小泉専務理事など
親会の多くの方からご支援いただいたおか
げで10周年を迎えることが出来たと改めて
感謝申し上げる次第です。最初の６年は
新田会長が礎を築いていただき、私が２代
目の会長として２期４年目を迎えることが
出来ました。この間、少しずつ会員数を増
やすことが出来ていますが、更にもう一段
大きな組織にしていきたいと思います。本

定刻に小堀副会長（桜田電気工業株式会
社）の司会により第10回東青会総会の開始
が宣された。冒頭、横森会長（株式会社電
池屋）より、「皆さん、こんにちは。第10
回目となる東青会の総会にご参加いただき
まして、有難うございます。10周年という
ことで、発足当時から思いをはせてみます
と、発足に尽力いただいた当時の加賀谷理
事長や村田担当理事はじめ、その後も小島

日 時：令和７年５月23日（金）午後５時より

場 所：築地「電気工事会館」６階

出席者：�横森弘充 会長（西）、小堀隼人 副会長（中央）、池田友梨枝 会計（東）、
八百板美佳 監事（南）、大井義寛（中央）、金子誉（南）、佐藤蘇岩、

　　　　門馬秀斗、増山裕晃（以上北）� 9名

　青年部会「東青会」は、標記の通り、電気工事会館にて第10回目となる総会及び
定例会を開催した。東青会メンバー９名、組合側より小島理事長、小泉青年部担当
専務理事、山平事務局長の３名が参加した。



（17）
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三者合同での研修会・意見交換会を続けて
いただきたいと思っており、親会としても
メーカーさんの選定等に協力して参りま
す。全日電工連の青年部様からも、東京で
工事組合と電材組合がタッグを組んで意義
のある活動をしていることが話題になって
います。今回、都工組青年部の山下会長様
が続投することになりましたので、より一
層親睦を深め、我々の業界を大いに盛り上
げていただくことを期待しております。東
青会の益々の発展と、皆様のご健勝を祈念
申し上げます。」

続いて定例会を開始し、横森会長より８
月22日から一泊２日で計画しているダイキ
ン滋賀工場の見学会の概要について説明が
あり、定例会を終了した。

午後５時45分からは、場所を電気工事会
館から３分程度の『たべろ屋 つきぢ 百八』
に移し、第２部の懇親会を開催した。冒頭、
小泉担当専務理事（小泉電機株式会社）が
乾杯の音頭を執り、懇親会のスタートと
なった。その後２時間ほど、コスパに優れ
た料理を楽しみながら、賑やかな歓談のひ
と時を過ごし、懇親会を終了した。

日の総会では、昨年の活動を振り返り、今
年度の計画について会員全員で方向性を決
めたいと考えています。若手の会らしく、
和気藹々と議論していきたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。」と挨
拶があった。慣例に従い議長には、横森会
長が選任され、以下の議案審議に入った。

第１号議案【令和６年度行事報告】、第
２号議案の【令和６年度会計報告】につい
ては横森議長、池田会計より説明があり、

【監査報告】については八百板監事（蒲田
中央電業株式会社）より問題無しとの説明
があって、いずれも異議なく承認された。
第３号議案の【令和７年度事業計画】につ
いても横森議長から説明があって異議なく
了承された。これを以って横森議長は降壇
し、第10回東青会通常総会は終了した。

引続き小島理事長（小島電機工業株式会
社）が、以下の通りお祝いの挨拶を述べた。

「本日は東青会の第10回総会が、和気藹々
とした中で滞りなく終了しました事をお慶
び申し上げます。また、東青会会員も現在
15名と増えてきており、地に足の着いた活
動していただいていることを頼もしく思い
ます。私の方でも、東青会について各メー
カーさんにPRしており、研修会や
工場見学会等お願いしています。そ
のような中、２月のネグロス電工さ
んや、８月に予定されているダイキ
ンさんのように是非うちでもやらせ
て欲しいというお会社が出てきてい
ます。特に、都工組さんと合同で実
施することは、メーカーさんにとっ
て工事業者の声を生で聞けるチャン
スと捉え、大きなメリットと考えて
いるようです。今後も工・製・販の
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第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート

４/ ６　楽天戦　７回のラッキーセブンで発表会も
兼ねて応援させてもらいました！日頃の練習の成果が
出て、堂々としたチアダンスに感無量でした。

ただ試合の結果は…完封負け！ロッテ頼むよと心の
中で叫びました。

 

推しは背番号14の小
お じ ま

島選手です！
高校時代　2013年の甲子園で182球の熱投をした選

手です！キレのあるストレート、スライダー、チェン
ジアップなど多彩な変化球も魅力ですが、一番は工夫
が凄い投手だと思います。２種類のフォームの使い分
け、打者のタイミングをズラす脚の上げ方など…決め
球があるわけでは無いので、色々な工夫をしているそ
うです。

私は今年の４月から
急 遽、 千 葉 ロ ッ テ マ
リーンズのファンにな
りました。千葉県に住
んでいるという理由で
はありません。

なぜかというと…長
女８歳　次女５歳が千
葉ロッテマリーンズの
チアダンススクールに
所属したからです！

南支部所属の因幡電機産業の染谷です。千葉県習志野市に住んで10年。
まず最初に・・・趣味は特にありません！
そんな無趣味な私ですがつぶやかせていただきます。

♣　♠　♣

組合員の
      つぶやき
第９回

「ZOZO
マリンスタジアム」

南支部
因幡電機産業株式会社
染谷 貴志 記

♣　♠　♣
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私も仕事上、こ
れといった強みは
ないので小島選手
の様に工夫し努力
しなければ…

 

ZOZOマリンス
タジアムは浜風が
気持ちいい球場で
す。特にデイゲー
ム。そこでビールを飲むのが最高です。外
周グルメも充実！

試合開催日になるとたくさんのテーブル
が用意されここで食べる事が出来ます。球
場内グルメは選手とのコラボ商品　こちら
もオススメ！

 
 
もしこのつぶやきを見ていただいて興味

が出たらぜひZOZOマリンスタジアムにお
越しください！

もう一度言いますが…
野球を観戦しながらの生ビール。やはり

これに勝るものはありません。一杯なかな
かの価格ではありますが笑

プロの技を間近に見ながらビールを飲
む！野球を知らない方も盛り上がるはず！
ぜひレジャー感覚で楽しんでみてくださ
い。

以上　野球についてなのか、お酒につい
てなのかよくわかりませんが…笑　

私のつぶやきです。

♣　♠　♣

♣　♠　♣
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トピックストピックス

今月のテーマ　『ＺＥＨ定義の見直し』と考え方

　５月１２日に開催された、総合資源エネル
ギー調査会の省エネルギー・新エネルギー
分科会の省エネルギー小委員会では、今後
のエネルギー需要側政策の方向性と、それ
を踏まえた以下の施策についての議論が行
われています。
　○省エネ・地域パートナーシップ
　○�デジタル技術によるエネルギー利用最

適化の促進
　○ZEHの定義見直し
　○窓・給湯器のトップランナー基準
　○建築物のライフサイクルカーボン削減
　特にこれらの施策の中でも、「ZEHの定
義見直し」に関しては、今後の住宅市場へ
の影響が大きいと考えられますので、上記
小委員会で資源エネルギー庁から提示され
ている資料「更なる省エネ・非化石転換・
DR※の促進に向けた政策について」から該
当部分を整理します。
※�DR（ディマンド・リスポンス）：消費者

が賢く電力使用量を制御し、電力需要パ
ターンを変化させることで、電力の需要
と供給のバランスをとることができます。

１�．第７次エネルギー基本計画から見た
「ZEHの定義見直し」

　第７次エネルギー基本計画における業
務・家庭部門の施策の柱のひとつとして挙
げられている「ZEHの定義見直し」は、基
本計画の中で、
　�『ZEHについて、今後は更なるゼロ・エ

ネルギー化を進める観点から、省エネ性
能の大幅な引上げを実施するとともに、

自家消費型太陽光発電の促進を行うよ
う、その定義を見直す』

と明記されています。

２．「ZEHの定義見直し」の方向性
⑴�住宅の省エネ化の現状と2050年目標を踏
まえた今後のZEH等のあり方

　�　省エネ強化の課題となる各分野の中で、
家庭分野は国内のCO2 排出量全体の約
１５％を占めることから、住宅の省エネ化
をより強化することは必須とされていま
す。そのため、ZEHに関しても、今後の
方針としては以下のようになっています。

　○�新築住宅についてZEH基準の水準の省
エネ性能の確保を目指し、遅くとも
2030年度までに省エネ基準をZEH水準
へと引き上げ。

　○�2050年目標として「ストック平均で現
行のZEH水準の省エネ性能を確保」と
されているところではありますが、省
エネ性能牽引の担い手であるZEHに
は、今後より高い省エネ性能を掲げる
ことが期待される。

　○�また、ゼロ・エネルギー化を進めてい
く観点から、自家消費型太陽光発電の
促進が期待される。

　○�こうした問題意識を踏まえ、ZEH ／
ZEH‒M委員会において、今後のZEH
／ ZEH‒Mのあり方に関する議論を開
始予定。

⑵�「ZEH定義の見直し」の考え方と新定義
（案）

　①�断熱・省エネ性能の考え方
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［資源エネルギー庁『更なる省エネ・非化石転換・DRの促進に向けた政策について』より］

り省エネや自家消費・DRへの貢献
を促す。

　③�地域性・建物特性（Oriented適用条件）
の考え方

　・�再エネ設置が必須でないZEH Oriented 
／ ZEH‒M Orientedの適用条件につい
て､ 地域性や建物特性を考慮して見直
す。

　・�ペロブスカイト太陽電池等の今後の開
発動向や社会実装の動向を踏まえ、今
後適切なタイミングでOrientedの適用
条件を見直すこととする。

　④�再エネ要件（再エネ含む一次エネル
ギー消費量削減率）の考え方

　・�カーボンニュートラルに向けて、住宅
における太陽光発電の設置容量を増や
す観点から、定義改定にあたっては、
ネット・ゼロ・エネルギーを軸としつ
つも、１戸あたりの太陽光搭載率の増
加を促すことを企図して上位シリーズ

【新ＺＥＨ定義（案）】

　・�2030年代後半に広く普及することが期
待される住宅として、要件を検討。

　・�2050年ストック平均でZEH基準の水準
（断熱等級５、BEI０.80）の確保を見据
え、ZEH基準を大きく上回る水準とし
て断熱等級６、BEI０.65を設定（※GX
志向型住宅の要件と同じ）

　②設備要件の考え方
　・�省エネルギー性能の向上に加え、ゼロ・

エネルギー化を進めていく観点から、
戸建住宅については、自家消費に資す
る設備の設置を求める。

　　【対象設備】
　　『蓄電池（初期実効容量５kWh以上）』
　　⇒�再エネ発電を貯めて使うことで自家

消費を促し、エネルギー自給率を向
上。

　　『高度エネルギーマネジメント』
　　⇒�発電量やエネルギー使用量を把握し

たうえで、複数機器の統合制御によ
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　国税局の資産課税課情報が令和６年７月
公開され、贈与税の質疑事例集の中から参
考となる事例を取りまとめＱ＆Ａ形式した
ものを取り上げていきたいと思います。

相続時精算課税関係
Ｑ�１．８０歳の祖父が２５歳の孫に土地を贈与

したが、孫は指定相続人ではないため、
相続時精算課税を選択することができな
いとした。

贈与税の間違いやすい事例

を設定する。
　⑤新ZEH定義（案）
　�　以上を踏まえた新ZEH定義の案を現行

の定義と比較すると前頁表の通りです。
　⑥今後のスケジュール
　・�新定義は2027年度から新規認証を開始。

現行定義は2027年度を期限に新規認証
の停止を予定。

　・�ただし、2027年度までに建設された住
宅を改修する場合は現行定義での認証
取得も可能とする。

　・�新規認証の停止後も認証取得済みの住
宅は現行定義の利用は継続できること
とする。

　「ZEH定義の見直し」によって、そもそ

も現在のZEH基準ギリギリの住宅では近い
将来にはZEHとして建築することはできな
いということです。
　一方で、国交省でも住宅性能表示制度の
見直しの中で、一次エネルギー消費量に上
位等級（等級７・等級８）新設が検討され
ています。
　2030年に予定されている新築住宅の省エ
ネ基準のZEH水準への引上げを控え、ここ
数年のうちに“ZEH”と呼ばれる住まいの姿
と意味は大きく変わってくることになりま
す。

株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

税務・会計レポート税務・会計レポート

［資源エネルギー庁『更なる省エネ・非化石転換・DRの促進に向けた政策について』より］

【今後のスケジュール（新築の場合）】



（23）

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート
Ａ�１．相続時精算課税を選択できるのは、

贈与した年の１月１日現在において
　・贈与者　⇒　60歳以上の者
　・受贈者　⇒　�18歳以上の者でかつ贈与

者の直系卑属である推定
相続人及び孫

　�であるため、孫は相続時精算課税を選択
することができます。

Ｑ�２．前年の贈与税の申告において、父か
ら受けた土地の贈与について、相続時精
算課税の選択をしたため、本年中に母か
ら受けた土地の贈与については、相続時
精算課税の選択ができないとして暦年課
税による申告をした。
Ａ�２．特定贈与者ごとに相続時精算課税の

選択をすることができるため、適用条件
を満たせば、母から受けた土地の贈与に
ついて相続時精算課税を選択することが
できます。

Ｑ�３．６４歳の父と６２歳の母からそれぞれ
２,500万円ずつの現金の贈与を受け、そ
れぞれ相続時精算課税を選択することと
したが、適用できる特別控除額は２人合
わせて上限２,500万円であるとして贈与
税額の計算を行って申告した。
Ａ�３．相続時精算課税に係る特別控除額

は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ
適用されます。

　�　したがって、同年中の贈与であっても、
父、母からの贈与について相続時精算課
税に係る贈与税の基礎控除後、それぞれ
特別控除額を適用の上、課税価格をゼロ
として申告することとなります。

　�　なお、相続時精算課税適用者に係る特

定贈与者が２人以上ある場合における相
続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の
計算については、Ｑ＆Ａ５を参照してく
ださい。

Ｑ�４．前年において、相続時精算課税を選
択している者が相続時精算課税に係る贈
与税の基礎控除後、特別控除額（２,500
万円）使い切ったため、本年においてそ
の特定贈与者から新たに贈与を受けた財
産については、暦年課税を選択して申告
することとした。
Ａ�４．相続時精算課税は、特定贈与者ごと

に選択することができますが、一度この
制度を選択した場合、その年分以後その
特定贈与者からの贈与について暦年課税
への変更はできません。

　�　なお、特別控除額２,500万円を使い切っ
た場合の贈与税額は、本年中において特
定贈与者からの贈与により取得した財産
の贈与税の課税価格（相続時精算課税に
係る贈与税の基礎控除後）に一律２０％の
税率を乗じた金額とります。

Ｑ�５．相続時精算課税を選択して贈与税の
申告をしている者が特定贈与者から100
万円の現金贈与を受けたため、申告期限
内に相続時精算課税を適用する申告が必
要であるとした。
Ａ�５．本年中に特定贈与者から贈与により

取得した財産の価額の合計額が相続時精
算課税に係る贈与税の基礎控除額（110
万円）以下あるため、本年分の贈与税の
申告は不要です。

　�　相続時精算課税適用者に係る特定贈与
者が２人以上である場合に、各特定贈与
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者から贈与により取得した財産に係る課
税価格から控除する相続時精算課税に係
る贈与税の基礎控除の計算については、
特定贈与者の異なるごとに、110万円に、
特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が課
税価格の合計額のうちに占める割合を乗
じて計算するものとします。

　�　なお、初めて相続時精算課税を選択し
申告する場合には、贈与税の申告書の提
出期間内に「相続時精算課税選択届出書」
を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。

　�　その場合において、相続時精算課税に
係る贈与税の基礎控除額以下の贈与など
贈与税の申告書を提出する必要がない場
合であっても、「相続時精算課税選択届
出書」は提出しなければなりません。

相続時精算課税の摘要財産に評価誤りがあ
る場合（過大評価）
Ｑ�６．相続時精算課税を選択して贈与税の

申告をした土地について、相続開始後に
相続税の申告をする際に、評価誤りで過
大に評価していたことが判明したが、贈
与税の課税価格に算入した金額を相続税
の課税価格に加算した。
Ａ�６．相続時精算課税の適用を受ける財産

の価額は、当該財産の贈与の時における
価額とされていることから（相基通21の
15-２）、贈与税の申告において課税価格

に算入した価額に評価誤りがあった場合
には、相続税の申告をする際に正しい価
額（令和６年１月１日以後に贈与により
取得した財産の価額は、相続時精算課税
に係る基礎控除額を控除した後の残額）
を相続税の課税価格に加算することとな
ります。

　�　なお、この場合、贈与税の更正の請求
ができる期限までは、更正の請求により
贈与税を減額することができます。

相続時精算課税の適用財産に評価誤りがあ
る場合（過小評価）
Ｑ�７．相続時精算課税を選択して贈与税の

申告をした土地について、相続開始後に
相続税の申告をする際に、評価誤りで過
少に評価していたことが判明したが、変
更できないとして、贈与税の課税価格に
算入した金額を相続税の課税価格に加算
した。
Ａ�７．相続税の課税価格に加算される相続

時精算課税の適用を受ける財産の価額
は、当該財産の贈与の時における価額と
されていることから、贈与税の申告時に
おいて課税価格に算入した価額に評価誤
りがあった場合であっても、贈与の時に
おける正しい価額（令和６年１月１日以
後に贈与により取得した財産の価額は、
相続時精算課税に係る基礎控除額を控除
した後の残額）を加算することとなりま
す。

　�　この場合の評価誤りに係る課されるべ
き贈与税相当額については、更正・決定
の除斥期間を徒過したものを除き、速や
かに贈与税の課税手続（修正申告又は更
正）をとることを前提に相続税額から控
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除する贈与税額に含まれるものとして取
り扱います。

特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡し
た場合
Ｑ�８．相続時精算課税適用者甲は、令和６

年に特定贈与者である乙（父）からの贈
与により現金１,000万円を取得したが、
同年中に乙が死亡した。甲は、乙の死亡
に係る相続税の申告に関して、相続税の
課税価格に加算される金額を１,000万円
とした。
Ａ�８．令和６年１月１日以後に相続時精算

課税の適用を受ける財産については、当
該財産の価額から相続時精算課税に係る
基礎控除の額を控除した残額が贈与税の
課税価格に算入されることになります
が、相続開始の年に特定贈与者である被
相続人からの贈与により取得した相続時
精算課税の適用を受ける財産について
は、相法28④の規定により贈与税の申告
を要しないこととされています。

　�　そして、特定贈与者の死亡に係る相続
税の計算においては、相続開始の年に特
定贈与者からの贈与により取得した財産
の価額から相続時精算課税に係る基礎控
除の額を控除した残額が相続税の課税価
格に加算されることとなります。よって、
甲は乙の死亡に係る相続税の申告に際し
て、相続税の課税価格に890万円を加算
することとなります。

相続時精算課税の適用財産が災害により被
害を受けた場合
Ｑ�９．相続時精算課税適用者甲は、令和６

年７月に特定贈与者である乙（父）から

贈与により建物を取得したが、同年11月
に発生した災害により建物が被害を受け
た。甲は、令和６年分の贈与税について
災害減免法６条の規定による減免措置

（課税価格の控除）を適用して申告した。
その後、甲は、令和９年に死亡した乙の
相続税の申告に際して、相続時精算課税
の災害特例の適用があるとして贈与の時
における建物の価額から災害による被災
価額を控除した残額を相続税の課税価格
に加算して申告した。
Ａ�９．特定贈与者からの贈与により取得し

た土地又は建物に係る贈与税について、
贈与を受けた年分（令和６年分）におい
て災害減免法による減免措置の適用を受
けようとする場合又は受けた場合には、
相続時精算課税の災害特例は、適用でき
ないこととされています。

　※�減免措置の詳細については、国税庁
ホームページの「相続税又は贈与税の
災害減免措置について」を参照してく
ださい。

相続開始前７年以内に贈与があつた場合の
相続税額
７年以内に贈与を受けた者が相続しない場
合
Ｑ�１０．次男は、長男との間で、父親の相続

財産を取得しないとする分割協議を行っ
た。しかし、次男は、父親の死亡の２年
前に事業資金として２,000万円の贈与を
受けていたことから７年以内の贈与加算
を行い、相続税の申告をした。

　�　なお、次男は父親からの贈与について
相続時精算課税の選択をしていない。
Ａ�１０．相続又は遺贈により財産を取得した
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者が、相続開始前７年以内に被相続人か
ら贈与を受けていた場合には、その贈与
により取得した財産の価額を相続税の課
税価格に加算することとされています。

　�　次男は、相続又は遺贈により財産を取
得していないため、相続税法19条１項の
規定は適用されず、贈与により取得した
財産の価額を相続税の課税価格には加算
しないこととなるので、相続税の申告は
不要となります。 

相続を放棄した者が生命保険金を受け取っ
た場合
Ｑ�１１．次男は、被相続人が保険料を負担し

ていた生命保険契約に基づき多額の保険
金を取得した。

　�　次男は、相続を放棄し、相続人ではな
くなったことから、相続開始前７年以内
に被相続人から贈与された財産について
７年以内の贈与加算は不要とした。
Ａ�１１．次男は、相続を放棄したとしても、

生命保険金を遺贈により取得したものと
みなされることから、相続税法上、相続
又は遺贈により財産を取得した者となる
ため、相続開始前７年以内に被相続人か
ら贈与された財産については、その贈与
により取得した財産の価額（その財産の
うち相続開始前３年以内に贈与により取
得した財産以外の財産については、その
財産の価額の合計額から100万円を控除
した残額）を相続税の課税価格に加算し
なければなりません。 

　※�相続税法19条１項の取扱いは、令和６
年１月１日以後に贈与により取得する
財産に係る相続税について適用されま
す。

【加算対象期間について】
贈与の時期 加算対象期間

～令和５年12月31日 相続開始前３年間

令
和
６
年
１
月
１
日
～

贈与者の相続開始日

令和６年１月１日～
令和８年12月31日

相続開始前３年間

令和９年１月１日～
令和12年12月31日

令和６年１月１日～
相続開始日

令和13年１月１日～ 相続開始前７年間

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を
受けていた場合
Ｑ�１２．乙は、令和９年５月に死亡した被相

続人甲から、令和６年10月に住宅取得等
資金１,110万円の贈与を受け、贈与税の
非課税制度の適用を受ける申告をしてい
た。

　�　この住宅取得等資金については、非課
税部分の１,000万円及び基礎控除の110万
円により贈与税が課されていないことか
ら、相続開始前７年以内に贈与を受けた
財産はないとして加算の必要はないとし
た。
Ａ�１２．住宅取得等資金のうち、住宅資金非

課税限度額までの金額については、贈与
税の課税価格に算入されず、相続開始前
７年以内の贈与加算の対象にもならない
こととされていますが、基礎控除相当額
については７年以内の贈与加算の対象外
とする規定がないことから、110万円を
贈与加算する必要があります。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝
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頭痛は吐き気や嘔吐、光や音に対して
過敏に反応ことがあります。一部の
人々は頭痛が始まる前に「前兆」を感
じることがあり、視覚的な異常（例え
ば、ちらつく光や視界の歪み）や一時
的な感覚異常が現れることがありま
す。
また、良く使われるような頭痛薬の
効果があまり期待出来ないことも特徴
です。片頭痛には片頭痛専用のお薬が
あり、そういったお薬を使わないと、
なかなか痛みやその他の症状から解放
されません。

第 50 回

だんだんと気温が高くなり、そろそ
ろ梅雨時、その先には年々暑くなって
きている夏がやってきます。
この時期になると辛い症状を引き起

こすことが増える病気に、片頭痛があ
ります。

片頭痛の症状は、一般的に激しい頭
痛を伴い、特に頭の片側に集中するこ
とが多いのが特徴です。この頭痛は脈
拍に合わせてズキズキと痛むことがあ
り、日常生活に影響を及ぼすほどの強
さになることもあります。さらに、片

片頭痛

激しい

頭痛が

頭の片
側に

集中す
る

吐き気

や

嘔吐

光や音
に

対して

過敏に
反応

頭痛薬が
効き
にくい

頭痛の前に視覚的な異常
感覚異常

片頭痛を疑う必要あり！

片頭痛について片頭痛について
片頭痛の症状と特徴
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めします。或いは、『内科』の先生で
も対応してくれるところはありますか
ら、かかりつけの先生に一度ご相談さ
れると良いと思います。
すぐに受診が難しい場合、なるべく
片頭痛の発作に襲われるのを避けるた
めに、
１．�天気の良い日は、日傘・サングラ
スを使用する。

２．�熱中症同様、暑い屋外にいる時間
はなるべく短くする

この二つを心がけていただくだけで
も、片頭痛発作はかなりの確率で予防
することが出来ます。
暑い季節になると頭痛が酷くて困っ
ていると言う方は、単に頭痛がつらい
だけと決めつけることなく、片頭痛に
ついても疑ってみることをお勧めしま
す。

片頭痛が起きやすい
環境としては、気圧が
低い（雨の日や台風の
時など）、気温が高い、
日差しが強い、と言っ
た要素が挙げられま
す。まさに、これから
の季節、片頭痛を起こ
しやすい気候条件が
整っていくわけです。
　一般的には女性に多
いとされていますが、
実は男性でも片頭痛を持っている方は
けっこう多く、こういった気候条件の
時に頭痛を起こしやすく、なおかつ通
常の頭痛薬の効きが悪いことが多い、
と言う方は片頭痛を疑ってみる必要が
あります。
片頭痛は既に述べたように普通の頭

痛薬が効きにくく、専用のお薬を使う
ことでかなり劇的に症状が良くなるこ
とがかなりの頻度で起きます。また、
実は普通の頭痛薬での対応を続けてい
ると、頭痛の軽減が不十分なだけでな
く、片頭痛特有のメカニズムによって
脳の神経を痛めてしまうことが多く、
症状がだんだんとキツくなり、最終的
につらい慢性の頭痛になってしまうこ
とも少なくありません。
これまで書かせていただいたような

特徴を持つ頭痛に悩んでおられる方
は、なるべく早めにお近くの『頭痛外
来』『神経内科』『脳神経外科』などを
受診し、診察をしてもらうことをお勧

片頭痛の疑いがある方は ...

なるべく早く受診

頭痛
外来

神経
内科

脳神経
外科

すぐに受診が難しい場合

天気の良い日

は、日傘・

サングラスを

使用する

暑い屋外に

いる時間は

なるべく

短くする

築地ふたばクリニック院長
鎌田　徹
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「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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Zシリーズ

人をもっと快適に
できるはずだ。

真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ（が）です。

温度を見つめる赤外線センサー キモチを見つめるバイタルセンサー

× エモコアイ

主催：一般財団法人 
省エネルギーセンター

家庭用エアコン「霧ヶ峰
2025年度モデル Zシリーズ」

省エネルギーセンター会長賞

●お問い合わせ先：三菱電機住環境システムズ（株）東京支社　〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1　　TEL 03-3847-8641
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